
 

 

  

 
 

 

 

避難直後の救護活動（まず行うこと） 

 

 

 

＊ 避難者数の確認をする際などに、呼びかけて早期に把握しましょう。 

 

 

 

 

 

＊ 避難者の中に医療従事者がいないか確認し、いる場合は協力を要請します。 

＊ 手当てを行った方は、その後の状態を随時確認しましょう。 

 

 

 

 

＊ 「１１９」番通報を行います。 

＊ 避難所の施設名や住所、けが人や病人の様態を伝えてください。 

 

 

 

 

 

＊ 報告の方法は「各種情報の受発信（Ｇ）」を参照 

 

 

 

 

 

 

★ 避難所へは、災害で負傷した方や、病気を抱えた方も避難しますので、状況に応 

じて適切な対応を行う必要があります。 

★ また、避難所内での緊急事態に備え、あらかじめ対応を決めておく必要があります。 

★ Ｄ-①②を活用して救護や支援を実施します。 

※ 避難直後のけが人や急病人の対応が済んだら 

次の緊急時に備えて準備します。・・・・・「Ｄ-②」へ 

―２１― 

呼びかけで、けが人、病人、妊婦など早急に対応が必要な方を把握し

ます。 

 ﾁｪｯｸ 

避難所に備蓄してある「救急セット」を活用し、けが人などへ応

急的な手当てを行います。 

 ﾁｪｯｸ 

対応が困難なけがや病気は、救急車の手配を行います。 

 ﾁｪｯｸ 

避難時の対応が落ち着いたら、救急セットの中身を確認し、足りない

ものは、物資の調達に併せて区災害対策本部へ要請します。 

 ﾁｪｯｸ 

 

救護・支援① 「けが人等への対応」 Ｄ－① 
救 護 班 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

―２２― 



 

 

～ 避難直後の応急対応が済んだら、下記により救護体制を確保し運用します。～ 

 

 

 

＊ 緊急時に備え、持病や薬の持参の有無などは「避難者カード」に記入してもらいます。 

＊ 名簿の備考に、持病や薬の持参の有無を記載し、避難所内にいる疾病者を把握します。 

 

 

 
＊ 必要に応じて、医療機関への受入れや、医師の派遣、物資の支援などの対応を決定し

ますので、把握している状況や、状況の変化を随時報告してください。 

 

 

 

 

＊ 簡易な救護ができる体制を整えます。医療従事者がいる場合は協力を要請します。 

＊ 救急セットの在庫や、必要な医薬品などは物資の調達に併せて要請します。 

 

 

 

＊ 避難所の近隣で救護所が設置された場合や、近くの医療機関が再開した場合は、情報

を収集し、医務室で処置できる範囲外の事態に備えます。 

＊ 医療機関などの連絡先の確認や、避難所内での情報提供を行いましょう。 

 
 

 

 

＊ 学校の管理校医が避難所に到着した場合は、避難所の状況を確認し、必要な対応を行いま

すので、把握した情報等を提供してください。 

 

緊急時には・・・ 

 

＊ 事前に把握している持病や常用薬の情報は、通報時や救急隊に提供しましょう。 

 

―２３― 

シートＤはここで終了です。上記に留意して、避難所閉鎖まで継続してください。 

避難所の疾病者（対応困難な持病のある避難者）や妊婦を把握します。 

近隣の救護所や医療機関の開設状況を把握し、緊急時に備えます。 

けが人や病人の情報は、区災害対策本部へ報告します。 

緊急時には、第一に１１９番通報により救急車を手配します。 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

医務室を設け、医薬品の数量を把握し、救護体制を整えます。 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

指定避難所の「管理校医」が到着した場合は、情報を提供します。 

 ﾁｪｯｸ → 継続 

 様式１ 
様式集Ｐ１ 

 

救護・支援②「救護体制の確保」 
Ｄ－② 

救 護 班 



 

 

 

 

 

―２４― 


